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１．植栽管理の基本方針 

 

1.1. 植栽管理マニュアルの目的 

 

当植栽管理マニュアルは、多彩なガーデンを創り、また、将来に渡って美しい状態を

保つことを目的として作成する。従って、適宜、内容を確認し、必要に応じて更新を行

うものとする。 

 

【管理】 

指定管理者は、当マニュアルに基づき植物管理を行う。 

マニュアルは、概ね四半期ごとに実施するウォークスルー（センサリーツアー）等の

内容や作業実績を踏まえて定期的には協議を実施し、必要に応じて更新し、常に最新の

マニュアルに基づき多彩なガーデンの維持に努めるものとする。 

 

1.2. 植栽管理の基本方針 

 

①ナチュラルガーデンの演出 

日本独特の感性のあるナチュラルガーデンの演出を実現するため、自然樹形による育成、適

地適品種を基本とする。高中木の育成管理を図るとともに低木、地被類は施設の利用形態に沿

った景観づくりを目指す。 

 

②メリハリある緑空間の育成 

管理の省力化と高質な緑を両立するため、ガーデンごとの管理方針に基づき、特性や人の動

線・利用形態等を意識し、管理内容に変化をつけたメリハリある緑空間の育成を目指す。 

□植物の生育状況に応じて、間引きや株分け、移植や新植を行う。 

□植栽地が裸地化、雑草化した箇所は、その原因を究明したうえで適切な植物を新植し全体

の調和を図る。
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共通事項  

管理作業内容として、基本的に全てのゾーンに共通する事項を本章に記す。 

 

※年間作業スケジュールについては、別紙資料-1を目安とする。 

 

 

1.3. 高木・中木管理 

【剪定】 

□方針 

自然樹形を目標とするため、剪定は不要枝を剪定する程度の必要最小限とする。 

□作業の基本 

樹形を乱す不要な枝、込み枝、病虫害・日照状態等による虚弱枝を剪定し、枝抜き剪定を基

本として樹種に応じた自然樹形を維持する。 

※樹種別の剪定方法の詳細については、別紙資料-2を参照のこと。 

□頻度の目安 

基本的には年 1 回までとし、下記時期のいずれかに行う。ただし、剪定が必要と思われるとき

は、時期に関係なく実施する。 

□時期(一般的目安) 

常緑樹：5～6月頃(枝透かし・軽剪定) 

9～10月頃(基本剪定) 

落葉樹:7～8月頃(枝透かし・軽剪定) 

11～2月頃(基本剪定) 

※花木は各樹種の花芽分化期(花芽がつくられる時期)に注意し、花芽を切り落とさないように

する。樹種別の花芽分化期については、別紙資料-3を参照のこと。 

 

【病虫害防除】 

基本的に予防のための薬剤散布は行わないが、毎年発生する病虫害に対しては、予防のた

めの薬剤散布を実施し、発生を抑える。日頃から剪定による通風や日照の確保に留意し、植物

自体の健全な育成に努める。 

病虫害の発症・発生を確認した場合は状況に応じて、発生した枝葉の切除、薬剤散布など適

切な方法で速やかに対処する。虫害については、軽度なものは補殺にて対応する。 

 

【施肥】 

□方針 

施肥は多すぎれば濃度障害を起こす危険性があるため、基本的には遣りすぎないよう控えめ

に行う。堆肥等の有機質肥料を積極的に利用し、地力向上を目指す。 



 

 
3 

□作業の基本 

株元から少し離した場所に、樹木を囲うように肥料を埋め込む。この時、根に直接肥料が当た

らないよう注意する。 

□頻度 

表 2-1 整備目標の標準管理を基本とし、植物の状態を見ながら必要に応じて高度管理を適

用する。また、樹勢の弱った樹木は原因を究明し、結果、肥料が必要であれば、適宜施肥を行

う。 

表 2-1 日常的な施肥管理の必要性と頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：『植栽基盤整備技術マニュアル』国土交通省監修、一般社団法人日本緑化センター、H25 

 

□種類、時期 

施肥の種類、時期については表 2-2を参照し、樹種・植物の状態に合わせて選択する。 

表 2-2 施肥の区分とその概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：『植栽基盤整備技術マニュアル』国土交通省監修、一般社団法人日本緑化センター、H25 
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【除草・枯葉】 

除草は、雑草の繁殖・生長が目立ち始めてからの除去で良いが、見つけ次第なるべく早めに

除去することが望ましい。 

枯葉については、地面に落葉後集積し場外処分を基本とする。堆肥化は積極的に区間２の

堆肥ヤードを活用して実施する。 

チップ材やバーク等を積極的に活用して植栽地内にマルチングを施し、雑草の防止と景観の

向上を図る。 

 

【灌水】 

□点検頻度、作業の基本 

土壌水分量不足による植栽への影響は、高木・中木よりも先に地被類に現れることが多いた

め、地被類の点検の際、葉のしおれ等を確認する。葉のしおれ等が見られた場合は、適宜必要

な潅水を行う。 

南側自歩道沿いのヤマザクラの街路樹は、暑さと風により土壌が非常に乾燥して水不足状態

となる為、特に夏季の水不足には注意する。 
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1.4. 低木管理 

【剪定】 

□方針 

植栽エリアの状況と景観を考慮して剪定する。 

□作業の基本 

樹種と植栽エリアに応じて剪定する 

間引きや強剪定が必要な樹種は、その状況に応じて行う。 

※樹種別の剪定方法の詳細については、別紙資料-2を参照のこと。 

 

□時期(一般的目安) 

常緑樹：5～6月頃(枝透かし・軽剪定) 

9～10月頃(基本剪定) 

落葉樹:7～8月頃(枝透かし・軽剪定) 

11～2月頃(基本剪定) 

※花木は各樹種の花芽分化期(花芽がつくられる時期)に注意し、花芽を切り落とさないように

する。樹種別の花芽分化期については、別紙資料-3を参照のこと。 

 

【病虫害防除】 

基本的に予防のための薬剤散布は行わないが、毎年発生する病虫害に対しては、予防のた

めの薬剤散布を実施し、発生を抑える。日頃から剪定による通風や日照の確保に留意し、植物

自体の健全な育成に努める。 

病虫害の発症・発生を確認した場合は、状況に応じて発生した枝葉の切除、薬剤散布など適

切な方法で速やかに対処する。虫害については、軽度なものは補殺にて対応する。 

 

【施肥】 

□方針 

施肥は多すぎれば濃度障害を起こす危険性があるため、基本的には遣りすぎないよう控えめ

に行う。堆肥等の有機質肥料を積極的に利用し、地力向上を目指す。 

□作業の基本 

株元から少し離した場所に、樹木を囲うように肥料を埋め込む。この時、根に直接肥料が当た

らないよう注意する。 

群植や大規模な寄せ植えの場合は一定の間隔で穴を掘り埋め込むか、植栽地内に均一に

散布する。散布時に肥料が枝葉に付着したままにならないよう留意する。 

□頻度 

表 2-1 整備目標の標準管理を基本とし、植物の状態を見ながら必要に応じて高度管理を適

用する。また、樹勢の弱った樹木は原因を究明し、結果、肥料が必要であれば、適宜施肥を行

う。 
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□種類、時期 

施肥の種類、時期については表 2-2を参照し、樹種・植物の状態に合わせて選択する。 

 

【除草・枯葉】 

除草は、雑草の繁殖・生長が目立ち始めてからの除去で良いが、見つけ次第なるべく早めに

除去することが望ましい。 

枯葉については、地面に落葉後集積し場外処分を基本とする。堆肥化は積極的に区間２の

堆肥ヤードを活用して実施する。 

チップ材やバーク等を積極的に活用して植栽地内にマルチングを施し、雑草化の防止と景観

の向上を図る。 

 

【灌水】 

□点検頻度、作業の基本 

土壌水分量不足による植栽への影響は、低木よりも先に地被類に現れることが多いため、地

被類の点検の際、葉のしおれ等を確認する。葉のしおれ等が見られた場合は、適宜必要な潅

水を行う。 

 

【植替え】 

□方針 

株が衰退した場合は、管理方法を含め原因を究明する。管理方法を変更して養生管理を実

施しても回復しない場合は、土地環境に合わない可能性があるため、目標景観に沿う別種へ植

替えても良い。 

また、各植物が成長しすぎて剪定による対応が難しくなった場合（強剪定を必要とする等）

は、間引きを行う。 

□作業の基本 

植え付けの際は植物の根園土壌を全て入れ替える程度の大きさ（根鉢の３倍から４倍）の植

穴に新しい真砂土と土壌改良剤、基肥を混入し丁寧に植えつけ、高植え・深植えにならないよう

留意する。 

植え付けた後は十分に潅水を行い、株元までマルチングを敷き均す。 
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1.5. 地被類(常緑性・落葉性)・球根類管理 

【灌水】 

□点検頻度、作業の基本 

植栽場所の環境や樹種、生育状況等によって水分要求量が異なるため、定期的に点検を行

い、乾き具合を見て必要な潅水を行う。 

夏期や乾燥が気になる時期に留意し、適宜灌水を行う。 

夏期:ほぼ毎日点検。 

直射日光を避けた早朝又は地温が下がりだす夕方に、根に水が届くようたっぷりと。日

差しの強い日、日差しのきつい場所は特に注意する。 

春・秋期:週に 2、3回程度点検。 

朝、土がしっとりと潤う程度に。土の表面が乾いてから遣るようにする。 

冬期:週に 1回程度点検。 

気温の上がり始める午前中に、土がしっとりと潤う程度に。土の表面が乾いてから遣るよ

うにする。 

※降雨の日は、灌水の必要はない。雨の上がった後、土の表面が乾いてから、上記の灌水方

法を再開する。但し、降雨があっても十分な量に満たない場合は補完する。 

※植物がしおれている場合は直ちに十分な潅水を行う。 

※開花中の花苗は、水の勢い・泥はねに弱いものもあるため、ホースの先に散水ノズルを取り

付け、花苗を傷めないよう優しく行う。 

 

【施肥】 

□方針 

施肥は多すぎれば濃度障害を起こす危険性があるため、基本的には遣りすぎないよう控えめ

に行う。堆肥等の有機質肥料を積極的に利用し、地力向上を目指す。 

□作業の基本 

植栽地内に均一に散布する。散布時に肥料が枝葉に付着したままにならないよう留意する。 

□頻度 

表 2-1 整備目標の標準管理を基本とし、植物の状態を見ながら必要に応じて高度管理を適

用する。また、樹勢の弱った株は原因を究明し、結果、肥料が必要であれば、適宜施肥を行う。 

□種類、時期 

施肥の種類、時期については表 2-2を参照し、樹種・植物の状態に合わせて選択する。 

 

【除草】 

定期的に点検を行い、雑草が大きく生長しないうちに、根元から抜き取る。 

春の雑草（5 月下旬～6 月）、秋の雑草（10 月下旬～11 月頃）が種子を散布しないよう、特に

留意する。 
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【マルチング】 

チップ材やバーク等を積極的に活用して植栽地内にマルチングを施し、雑草化の防止と景観

の向上を図る。 

 

【病虫害防除】 

基本的に予防のための薬剤散布は行わないが、毎年発生する病虫害に対しては、予防のた

めの薬剤散布を実施し、発生を抑える。日頃から通風や日照の確保に留意し、植物自体の健全

な育成に努める。 

病虫害の発症・発生を確認した場合は、状況に応じて発生した枝葉の切除、薬剤散布など適

切な方法で速やかに対処する。虫害については、軽度なものは補殺にて対応する。 

 

【植替え】 

□方針 

株が衰退した場合は、管理方法を含め原因を究明する。管理方法を変更して養生管理を実

施しても回復しない場合は土地環境に合わない可能性があるため、目標景観に沿う別種へ植

替えても良い。 

各植物が成長しすぎた場合・増えすぎた場合は、間引き・株分けを行う。 

古株となり樹勢が衰えてきた場合は、できる限り株分け等により更新するよう努める。 

□作業の基本 

植え付けの際は土壌改良剤、基肥を混入し土を十分に耕す。根鉢の大きさに合わせた植穴

に丁寧に植えつけ、高植え・深植えにならないよう留意する。 

植え付けた後は十分に潅水を行い、株元までマルチングを敷き均す。 

 

【花がら摘み等】 

□花がら摘み 

美観向上、結実による株の消耗防止、病害予防等の観点から、咲き終わった花がらは順次摘

み取る。摘み取る際は、基本的に花茎の根元から除去する。 

□摘心 

適宜摘心を行い、徒長を防ぎ脇芽の数を増やすことで草姿を整え、花数を増やす。 

□切り戻し 

草姿の乱れを回復したり、風通しを良くすることで夏越しを容易にするため、適宜切り戻しを

行う。 

□刈り取り  

冬に枯れた落葉性の地被類は、見苦しい場合は一定の高さで刈り取るか枯葉を除去する。 

球根類の葉は、花後も養分の蓄えに必要なため枯れるまでは残しておく。 
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1.6. 芝生管理 

※区間２（広場２－３）（約 7,500㎡）は芝生ではないが、芝生管理と同

様の管理を行う。 

□方針 

ガーデン部の張芝、種子吹付部に適用し、下記の表Ｂランクの水準を管理目標として作業を

行う。 

国営公園における標準的な芝生管理のランク分け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：『改訂 4版 公園・緑地の維持管理と積算』財団法人経済調査会 

【芝刈り】 

□時期、頻度 

概ね 4～10月の間に 4～6回/年程度。 

□作業の基本 

基本的には機械刈りによる。小面積で機械を使用し難い個所、樹木等の根際や植え込みと

接する個所、ベンチ・園路等の施設と接する個所等は手刈りにより丁寧に行う。 

樹木の幹まわりの芝生は必ず手刈りをすること。 
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【病虫害防除】 

基本的に予防のための薬剤散布は行わないが、毎年発生する病虫害に対しては、予防のた

めの薬剤散布を実施し、発生を抑える。予防処置としては、窒素過多に留意した施肥管理、良

好な通気性や排水性の確保、極端な深刈りや自然状態を避けること等を心がけ、通常の芝生管

理を適切に行うことで抵抗力のある芝生の育成を目指す。 

病虫害の発症・発生を確認した場合は、状況に応じて発生した部分の切除、薬剤散布など適

切な方法で速やかに対処する。虫害については、軽度なものは補殺にて対応する。 

 

【施肥】 

□時期、頻度 

概ね 2～9月の間に 1～2回/年程度。芝生の色を見ながら調整する。 

□作業の基本 

所定の施用量を芝生面にムラのないよう均一に散布する。 

 

【潅水】 

□点検頻度、作業の基本 

植栽場所の環境等によって水分要求量が異なるため、定期的に点検を行い、乾き具合を見

て必要な潅水を行う。 

しっかりと根付くまでは、ほぼ毎日点検し土の表面が乾いたら朝方十分に潅水する。 

根付いた以降は、下記の灌水方法を続ける。夏期や乾燥が気になる時期を気に掛け、水切

れの症状が出始めたら適宜灌水を行う。 

夏期:ほぼ毎日点検。 

直射日光を避けた早朝に、根に水が届くようたっぷりと。日差しの強い日、日差しのきつ

い場所は特に注意する。 

春・秋期:週に 2、3回程度点検。 

朝、土がしっとりと潤う程度に。土の表面が乾いてから遣るようにする。 

冬期:週に 1回程度点検。 

基本的に潅水は行わない。 

 

※降雨の日は、灌水の必要はない。雨の上がった後、土の表面が乾いてから、上記の灌水方

法を再開する。但し、降雨があっても十分な量に満たない場合は補完する。 

 

【除草】 

定期的に点検を行い、雑草が大きく生長しないうちに、根元から抜き取る。 

春の雑草（5 月下旬～6 月）、秋の雑草（10 月下旬～11 月頃）が種子を散布しないよう、特に

留意する。 

 

【目土掛け】 

□時期、頻度 
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概ね 2年に 1回程度。（3～6月の間） 

芝刈りやエアレーションの直後に行うと効果的である。 

□作業の基本 

目土は原則として床土と同質のものを用い、必要に応じて真砂土を用いたり、砂や土壌改良

剤を混合する。植物の根茎やガレキなどは取り除き（必要に応じふるい分け）、改良材等を入れ

る際は入念に混合する。 

目土の深さは、芝生の成長点を覆う程度（5～10mm程度）とする。 

トンボ等を用いてムラなく均一にすり込む。 

 

【エアレーション】 

□時期、頻度 

概ね 2年に 1回程度。（3～4月の間） 

□作業の基本 

人力（フォーク、スパイク等）又は機械による。 

 

【補植・更新】 

□方針 

芝生が衰退した場合は、管理方法を含め原因を究明する。管理方法を変更して養生管理を

実施しても回復しない場合は枯損した部分を切り取り、障害の原因を取り除いた上で新しい芝

生に張り替える。 

土地環境に合わない場合は、別種への植替えを検討する。 

□作業の基本 

植付けの時期は 4～6 月、9～10 月が適する。植え付けの際は土壌改良剤、基肥を混入し、

深さ 15～20㎝程度まで十分に耕す。 

植え付けた後は十分に潅水を行い、根付くまで養生する。 
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1.7. 草地管理 

□方針 

公園側の法面種子吹付部に適用する。野生草本の侵入を許容し、高茎草地へ誘導する。 

 

【除草】 

定期的に点検を行い、雑草が大きく生長しないうちに、根元から抜き取る。 

春の雑草（5 月下旬～6 月）、秋の雑草（10 月下旬～11 月頃）が種子を散布しないよう、特に

留意する。 

 

【草刈り】 

・春（５月下旬～６月）と秋（１０月下旬～１１月）の４回／年とする。 

・高茎草地へ誘導するため、雑草の刈高は５～１０ｃｍ程度とする。 

※草刈り頻度別の草地イメージについては、別紙資料-5を参照のこと。 

 

【潅水】 

活着するまでは表面が乾かないよう十分な潅水を行い養生する。活着後は、水切れの様子が

見られた場合は潅水する。 

 

【病虫害防除】 

基本的に予防のための薬剤散布は行わない。病虫害の発症・発生を確認した場合は、状況

に応じて発生した部分の切除、薬剤散布など適切な方法で速やかに対処する。虫害について

は、軽度なものは補殺にて対応する。 

 

【施肥】 

基本的に施肥は行わない。肥料不足による生育不良が見られた場合は、所定の施用量を芝

生面にムラのないよう均一に散布する。 
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1.8. 法面管理 

□方針 

民地側法面部の張芝、チガヤ草地に適用する。野生草本の侵入を許容し、高茎草地へ誘導

する。 

 

【除草】 

定期的に点検を行い、雑草が大きく生長しないうちに、根元から抜き取る。 

春の雑草（5 月下旬～6 月）、秋の雑草（10 月下旬～11 月頃）が種子を散布しないよう、特に

留意する。 

 

【草刈り】 

・張芝：４回／年（5～10月頃） 

・チガヤ：４回／年（5月下旬～6月、10月下旬～11月頃） 

※草刈り頻度別の草地イメージについては、別紙資料-5を参照のこと。 

 

【潅水】 

基本的には無潅水とする。 
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2. 年間管理作業回数のまとめ 
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3. 参考資料 

3.1. 資料－１ 年間作業時期の目安 

植栽維持管理年間作業計画表 
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出典：『緑化・植栽マニュアル』中島宏、財団法人経済調査会、H19 
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3.2. 資料－２ 樹種別剪定方法 

主な樹木の整姿剪定 
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出典：『緑化・植栽マニュアル』中島宏、財団法人経済調査会、H19 
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3.3. 資料－３ 花芽分化期 

花芽分化の時期      （作成 1992 年中島）      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：『緑化・植栽マニュアル』中島宏、財団法人経済調査会、H19 
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3.4. 資料－４ 草刈り頻度と草地のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：『ビオガーデン入門』杉山恵一他編、社団法人農山漁村文化協会、2000 

 

 


